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名張毒ぶどう酒事件の第10次再審請求は、

2022年3月3日に名古屋高裁が請求棄却、20

24年1月29日付で最高裁も請求棄却を行い

ました。最高裁では宇賀克也裁判官が、

「再審開始を行うべき」という初めての反

対意見がつけられています。

事件発生64年、奥西勝さんの獄死からも

10年が経過しました。

司法はこれまで弁護団の提出した科学的

意見書を、何の根拠もなく否定し、自ら開

示した村人の供述調書も、信用できないと

一顧だにしていません。

奥西さんの無念を晴らす闘いへお力をお

貸しください。再審請求人の岡美代子さん

も11月には96歳を迎えます。

いまだ検察は大量の証拠を隠したままで

す。裁判所も開示させるなど、事件解明の

ために何もしていません。「再審法」の整

備も急がれます。

報告は小林修弁護士に、再審申し立ての

状況についてお話しいただく予定です。

今後の活動方針も明確にいたします。ぜ

ひともご参加ください。

【記念講演】

「名張毒ぶどう酒事件 第11次再審申し立て」

小林修 弁護士 名張毒ぶどう酒事件弁護団
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※終了後、懇親会を予定しています

シ
ル
ク
ロ
ー
ド吉

野
家

貸会議室

上
前
津
交
差
点

上
前
津
東
交
差
点

いよいよ第11次再審申し立て


